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１  趣 旨  

こ の 要 領 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。）第 １ １ ５ 条 の ４ ５ 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 第 １ 号 事 業（ 以

下「 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 」と い う 。）の 実 施 に 関 し 、柏

崎 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 実 施 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

及 び 柏 崎 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 実 施 要 綱 （ 以 下 「 実 施

要 綱 」 と い う 。）、 柏 崎 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の う ち 第

1 号 介 護 予 防 支 援 事 業 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 を 定 め

る 要 綱 （ 令 和 元 年 ９ 月 制 定 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

２  介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 利 用 の 相 談 及 び 説 明  

介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 利 用 等 に 関 す る 相 談 窓 口 は 、

柏 崎 市 及 び 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー と す る 。  

相 談 窓 口 に お い て 、 介 護 予 防 に 関 す る サ ー ビ ス 利 用 の 相 談 を 受 け

た と き は 、 相 談 の 目 的 や 希 望 す る サ ー ビ ス 内 容 、 心 身 の 状 態 に つ い

て の 聞 き 取 り を 行 う 。 聞 き 取 り に よ り 、 介 護 給 付 や 介 護 予 防 給 付 を

希 望 し て い る 場 合 又 は 明 ら か に 要 介 護 状 態 と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 要

介 護 認 定 又 は 要 支 援 認 定（ 以 下「 要 介 護 認 定 等 」と い う 。）の 申 請 に

導 く も の と す る 。  

次 に 、 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 、 要 介 護 認 定 等 の 申 請 及

び 一 般 介 護 予 防 事 業 に つ い て の 説 明 を 行 う 。 特 に 、 介 護 予 防 ・ 生 活

支 援 サ ー ビ ス 事 業 に つ い て は 、 そ の 目 的 や 内 容 等 を 十 分 に 説 明 す る

も の と す る 。  

な お 、 要 介 護 認 定 等 の 申 請 と 実 施 要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 定 め

る 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト（ 以 下「 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト 」と い う 。）の 実

施 を 同 時 に 行 う こ と は で き な い 。  

３  基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト の 実 施 に よ る 事 業 対 象 者 要 件 の 確 認 等  

相 談 窓 口 に お い て 、 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 を 利 用 し よ

う と す る 者 に 対 し 、 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト を 実 施 す る 。  

 



基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト に よ る 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 対

象 者 （ 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト の 結 果 が 実 施 要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に

定 め る 基 準 に 該 当 す る 者 、以 下「 事 業 対 象 者 」と い う 。）要 件 の 確 認

は 、 原 則 、 本 人 と の 面 接 に よ り 行 う こ と を 原 則 と す る 。 た だ し 、 本

人 が 入 院 中 で あ る 等 の 理 由 に よ り 来 所 で き な い と き は 、 本 人 の 意 思

を 確 認 し た 家 族 か ら の 聞 き 取 り に よ り 実 施 す る こ と も で き る も の

と す る 。  

事 業 対 象 者 が 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 利 用 に 当 た っ て は 、 実

施 要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 依 頼 （ 変 更 ）

届 出 書 を 市 へ 提 出 す る も の と す る 。  

な お 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 依 頼 （ 変 更 ） 届 出 書 提 出 の 際 に

事 業 対 象 者 の 要 件 を 確 認 す る た め の 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト は 、 届 出 日

か ら 遡 っ て ３ か 月 以 内 に 実 施 し た も の に 限 る 。  

４  被 保 険 者 証 及 び 負 担 割 合 証 の 発 行  

市 は 、 事 業 対 象 者 か ら 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 依 頼 （ 変 更 ） 届

出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 事 業 対 象 者 を 受 給 者 台 帳 に 登 録 し 、

当 該 事 業 対 象 者 に 被 保 険 者 証 及 び 負 担 割 合 証 を 交 付 す る も の と す

る 。  

５  事 業 対 象 資 格 の 喪 失  

事 業 対 象 者 の 心 身 の 状 態 が 改 善 し 、 モ ニ タ リ ン グ で 基 本 チ ェ ッ ク

リ ス ト の 実 施 結 果 が 非 該 当 と な っ た と き は 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ

ン ト 終 了 届 出 書 を 市 へ 提 出 す る 。  

ま た 、 事 業 対 象 者 が 要 介 護 認 定 等 の 申 請 を 行 い 、 要 介 護 認 定 等 を

受 け た と き は 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 終 了 届 出 書 の 提 出 が な く

て も 、 認 定 有 効 期 間 開 始 日 の 前 日 を も っ て 事 業 対 象 者 の 資 格 を 喪 失

す る も の と す る 。  

６  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 基 本 的 な 考 え 方  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト は 、 介 護 予 防 の 目 的 で あ る 「 高 齢 者 が

要 介 護 状 態 に な る こ と を で き る 限 り 防 ぐ 」「要 支 援・要 介 護 状 態 に な

っ て も そ れ 以 上 悪 化 し な い よ う に す る 」 た め に 、 高 齢 者 自 身 が 地 域

に お い て 自 立 し た 日 常 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う 支 援 す る も の

で あ り 、 基 本 的 な ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス に 基 づ く も の で あ る 。 



地 域 に お い て 、 高 齢 者 が 健 康 を 維 持 し つ つ 、 生 活 の 質 を 維 持 ・ 向

上 さ せ る た め に は 、 高 齢 者 一 人 一 人 が 自 分 の 健 康 増 進 や 介 護 予 防 に

つ い て の 意 識 を 持 ち 、 自 ら 必 要 な 情 報 に ア ク セ ス す る と と も に 、 介

護 予 防 、 健 康 の 維 持 ・ 増 進 に 向 け た 取 組 を 行 う こ と が 重 要 と な る 。 

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 実 施 に 当 た っ て は 、 利 用 者 の 生 活 上

の 困 り ご と に 対 し て 、 単 に そ れ を 補 う サ ー ビ ス を 当 て は め る の で は

な く 、 利 用 者 の 自 立 支 援 に 資 す る よ う 、 心 身 機 能 の 改 善 に 加 え 、 地

域 の 中 で 生 き が い や 役 割 を 持 っ て 生 活 で き る よ う な 居 場 所 に 通 い

続 け る な ど 、「心 身 機 能 」「活 動 」「参 加 」に バ ラ ン ス よ く ア プ ロ ー チ

し て い く こ と が 重 要 で あ る 。  

こ の よ う な こ と か ら 、 適 切 な 課 題 分 析 （ 以 下 「 ア セ ス メ ン ト 」 と

い う 。）の 実 施 に よ り 、利 用 者 の 状 況 を 踏 ま え た 目 標 を 設 定 し 、利 用

者 が そ れ を 理 解 し た 上 で 、 そ の 達 成 の た め に 必 要 な サ ー ビ ス を 主 体

的 に 利 用 し 、 目 標 の 達 成 に 取 り 組 ん で い け る よ う 、 具 体 的 に 介 護 予

防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 等 の 利 用 に つ い て 検 討 し 、 ケ ア プ ラ ン を

作 成 す る も の と す る 。  

７  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 実 施 担 当 者 及 び 実 施 体 制  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト は 、 利 用 者 が 居 住 す る 地 域 を 担 当 す る

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 実 施 す る も の と し 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

に 配 置 さ れ て い る ３ 職 種 （ 保 健 師 等 、 社 会 福 祉 士 、 主 任 介 護 支 援 専

門 員 ） 及 び 指 定 介 護 予 防 支 援 業 務 を 行 っ て い る 職 員 を 実 施 担 当 者 と

す る 。  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー は 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の う ち 、 介

護 予 防 訪 問 介 護 、 介 護 予 防 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス 、 訪 問 型 サ ー ビ ス

Ａ 及 び 通 所 型 サ ー ビ ス Ａ の 利 用 者 の み 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に

委 託 す る こ と が で き る 。  

初 回 の 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に つ い て は 、 地 域 包 括 支 援 セ ン

タ ー が 行 い 、 １ ク ー ル 終 了 後 に 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に 引 き 継 ぐ こ と

が 望 ま し い が 、 初 回 か ら 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に 委 託 す る 場 合 は 、 地

域 包 括 支 援 セ ン タ ー が ア セ ス メ ン ト に 立 ち 会 う 、 サ ー ビ ス 担 当 者 会

議 に 同 席 す る 等 、 適 宜 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に 関 与 す る も の と す る 。  

 



８  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 類 型  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト は 、 利 用 者 の 状 態 や 基 本 チ ェ ッ ク リ ス

ト の 実 施 の 結 果 、 本 人 が 希 望 す る サ ー ビ ス 等 を 踏 ま え て 、 利 用 す る

サ ー ビ ス を 決 定 し 、 そ の サ ー ビ ス の 種 類 に 応 じ て 、 別 表 第 １ 及 び 次

の ３ パ タ ー ン に 分 類 す る も の と す る 。 た だ し 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ

メ ン ト の 途 中 で 利 用 者 の 状 況 等 に 応 じ 、 サ ー ビ ス の 種 類 が 変 更 と な

っ た 場 合 は 、 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 類 型 も 変 更 す る も の と す

る 。  

⑴  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ａ  

現 行 の 介 護 予 防 給 付 に 対 す る 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト と 同

様 に ア セ ス メ ン ト に よ っ て 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 （ 以 下 「 ケ ア プ

ラ ン 」と い う 。）原 案 を 作 成 し 、サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 を 経 て 決 定 す

る 。  

利 用 者 と の 面 接 に よ る モ ニ タ リ ン グ に つ い て は 、 お お む ね ３ か

月 ご と に 行 う 。  

⑵  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ  

ア セ ス メ ン ト か ら ケ ア プ ラ ン 原 案 作 成 ま で は 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン

ト Ａ と 同 様 と す る が 、 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 を 省 略 し 、 必 要 に 応 じ

て モ ニ タ リ ン グ 時 期 を 設 定 し て 、 評 価 及 び ケ ア プ ラ ン の 変 更 等 を

行 う 。  

⑶  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｃ  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 結 果 、 利 用 者 が 自 身 の 状 況 、 目 標 の 達 成 等

を 確 認 し 、 住 民 主 体 の サ ー ビ ス 等 を 利 用 す る 場 合 に 実 施 す る 。 初

回 の み 、 簡 略 化 し た 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 実 施 し 、 ケ ア マ

ネ ジ メ ン ト の 結 果（「 本 人 の 生 活 の 目 標 」、「 維 持・改 善 す べ き 課 題 」、

「 そ の 課 題 の 解 決 へ の 具 体 的 対 策 」、「 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 」

等 を 記 載 し た も の ） を 利 用 者 に 説 明 し 、 理 解 を 得 る よ う 努 め る こ

と と し 、 モ ニ タ リ ン グ は 行 わ な い 。  

利 用 者 の 状 態 等 に 応 じ た 適 切 な サ ー ビ ス 提 供 に つ な が る よ う 、

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 結 果 を 利 用 者 の 同 意 を 得 て サ ー ビ ス 提 供 者 に 送

付 し 、 又 は 利 用 者 が サ ー ビ ス 提 供 者 へ 提 出 す る 。  

 



９  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 実 施 の 手 順  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 実 施 担 当 者 は 、 次 の 手 順 に よ り 介 護

予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 実 施 す る も の と す る 。  

⑴  運 営 規 程 等 重 要 事 項 等 の 同 意  

運 営 規 程 等 重 要 事 項 等 は 、 実 施 担 当 者 が 利 用 者 に 文 書 で 説 明 し 、

同 意 を 得 る も の と す る 。 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に 委 託 し た 場 合

に お い て も 、 運 営 規 程 等 重 要 事 項 等 の 説 明 は 、 地 域 包 括 支 援 セ ン

タ ー が 行 う も の と す る 。  

⑵  ア セ ス メ ン ト の 実 施  

ア セ ス メ ン ト は 、 実 施 担 当 者 が 利 用 者 の 自 宅 を 訪 問 し 、 本 人 と

の 面 接 に よ る 聞 き 取 り 等 を 通 じ て 行 う も の と す る 。  

実 施 担 当 者 は 、 利 用 者 の 趣 味 活 動 、 社 会 的 活 動 、 生 活 歴 等 も 聞

き 取 り な が ら 、 利 用 者 の 生 活 機 能 の 低 下 等 に つ い て 自 覚 を 促 す と

と も に 、 介 護 予 防 に 取 り 組 む 意 欲 を 引 き 出 す こ と に 努 め る も の と

す る 。  

⑶  ケ ア プ ラ ン 原 案 （ ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 結 果 ） の 作 成  

ア  目 標 の 設 定  

生 活 目 標 の 設 定 に つ い て は 、 単 に 機 能 の 改 善 の み を 目 指 す も

の で は な く 、 環 境 調 整 な ど を 通 じ て 生 活 の 質 の 向 上 を 目 指 す も

の と し 、 利 用 者 が 自 分 の 目 標 と し て 意 識 で き る よ う な 内 容 ・ 表

現 と す る 。  

イ  利 用 す る サ ー ビ ス 内 容 の 選 択  

利 用 す る サ ー ビ ス を 検 討 す る 際 は 、 単 に 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援

サ ー ビ ス 事 業 の み の 利 用 に 限 定 せ ず 、 広 く 社 会 資 源 の 情 報 を 収

集 し た 上 で 、 家 族 や 地 域 住 民 に よ る 支 援 、 一 般 介 護 予 防 事 業 に

お け る 住 民 主 体 の 活 動 へ の 参 加 、 民 間 企 業 に よ る サ ー ビ ス の 利

用 も 積 極 的 に ケ ア プ ラ ン に 位 置 付 け 、 利 用 者 の 自 立 支 援 を 支 え

る ケ ア プ ラ ン 原 案 を 利 用 者 と 共 に 作 成 す る 。  

ウ  介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 組 み 合 わ せ に つ い て の 留

意 点  

（ ア ） ケ ア プ ラ ン 原 案 の 作 成 に お い て は 、 訪 問 型 サ ー ビ ス 、 通 所

型 サ ー ビ ス 及 び そ の 他 の 生 活 支 援 サ ー ビ ス を 組 み 合 わ せ る こ



と が で き る 。  

（ イ ） ケ ア プ ラ ン 原 案 の 作 成 に お い て は 、 訪 問 型 サ ー ビ ス や 通 所

型 サ ー ビ ス の 中 で 、 複 数 の 類 型 （ 介 護 予 防 通 所 介 護 相 当 サ ー

ビ ス 及 び 通 所 型 サ ー ビ Ｂ 等 ） を 組 み 合 わ せ る こ と が で き る 。  

（ ウ ） 利 用 回 数 及 び 利 用 時 間 は 、 利 用 者 の 状 況 や 環 境 等 を 勘 案 し

て 、 適 切 に 設 定 す る も の と す る 。  

⑷  サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 の 開 催  

サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 は 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ａ 及 び ケ ア マ ネ ジ メ

ン ト Ｂ の 場 合 に 実 施 す る 。 た だ し 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ で は 、 省

略 す る こ と も で き る も の と す る 。  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ に お い て 、 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 を 省 略 し た

場 合 で あ っ て も 、 ケ ア プ ラ ン の 変 更 等 を 行 っ た と き は 、 利 用 者 及

び サ ー ビ ス 実 施 者 と そ の 内 容 を 共 有 す る も の と す る 。  

⑸  利 用 者 へ の 説 明 及 び ケ ア プ ラ ン の 確 定  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ａ 及 び ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ に お い て は 、 サ ー

ビ ス 担 当 者 会 議 の 内 容 を 踏 ま え た ケ ア プ ラ ン 原 案 の 内 容 を 利 用 者

及 び 家 族 に 説 明 し 、利 用 者 の 同 意 を 得 て 、ケ ア プ ラ ン を 確 定 す る 。  

⑹  ケ ア プ ラ ン 及 び ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 結 果 の 交 付  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ａ 及 び ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ に つ い て は 、 実 施

担 当 者 が サ ー ビ ス 実 施 者 に ケ ア プ ラ ン を 交 付 す る 。  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｃ の ケ ア プ ラ ン に つ い て は 、 実 施 担 当 者 が ケ

ア マ ネ ジ メ ン ト 結 果 を 利 用 者 に 交 付 し 、 サ ー ビ ス 実 施 者 に 利 用 者

が 提 出 又 は 利 用 者 の 同 意 を 得 て 、 実 施 担 当 者 が 送 付 す る も の と す

る 。  

⑺  モ ニ タ リ ン グ の 実 施  

モ ニ タ リ ン グ は 、 利 用 者 と の 面 接 等 に よ り 心 身 の 状 態 を 把 握 し

つ つ 、 サ ー ビ ス の 利 用 状 況 等 を 確 認 す る こ と で 行 う も の と す る 。

心 身 の 状 態 の 把 握 に は 、 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト を 活 用 す る 。  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ａ に お け る モ ニ タ リ ン グ は 、 介 護 予 防 支 援 と

同 様 に 少 な く と も ３ か 月 に １ 回 、 サ ー ビ ス の 評 価 期 間 の 終 了 月 又

は 利 用 者 の 状 況 に 著 し い 変 化 が あ っ た 場 合 に 自 宅 を 訪 問 し て 行 う

も の と し 、 必 要 に 応 じ て ケ ア プ ラ ン の 見 直 し を 行 う 。  



自 宅 を 訪 問 し て い な い 月 は 、 可 能 な 限 り 利 用 者 の 通 所 先 を 訪 問

す る 等 の 方 法 に よ り 、 利 用 者 と 面 接 す る こ と に 努 め る こ と と し 、

面 接 が で き な い と き は 、 電 話 等 に よ り 利 用 者 の 状 況 確 認 に 努 め る

も の と す る 。  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ に お け る モ ニ タ リ ン グ は 、 必 要 に 応 じ て 利

用 者 及 び 家 族 と の 相 談 に よ っ て 設 定 し た 時 期 に 、 利 用 者 宅 を 訪 問

し て 面 接 す る 。  

ま た 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ 及 び ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｃ に つ い て は 、

利 用 者 の 状 況 変 化 等 が あ っ た 際 に 、 サ ー ビ ス 実 施 者 側 か ら 地 域 包

括 支 援 セ ン タ ー へ 情 報 が 入 る 体 制 を 整 え て お く も の と す る 。  

⑻  評 価  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ａ 及 び ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｂ の 評 価 に つ い て

は 、ケ ア プ ラ ン 実 施 期 間 の 終 了 時 に 、実 施 担 当 者 が 利 用 者 宅 を 訪

問 し 、ケ ア プ ラ ン の 実 施 状 況 を 踏 ま え て 目 標 の 達 成 状 況 を 評 価 す

る こ と と し 、利 用 者 と 評 価 を 共 有 し な が ら 、新 た な 目 標 の 設 定 や

利 用 す る サ ー ビ ス の 見 直 し 等 今 後 の 方 針 を 決 定 す る も の と す る 。 

１ ０  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 報 酬 ・ 支 払 い  

⑴  単 価 及 び 加 算  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト は 、 市 が 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務

を 委 託 し て い る 法 人 等 に 委 託 し 、 当 該 法 人 等 か ら の 毎 月 の 請 求 に

よ り 、 １ 件 に つ き 別 表 第 １ に 定 め る 単 価 及 び 加 算 を 委 託 料 と し て

支 払 う も の と す る 。  

な お 、 初 回 加 算 及 び 委 託 連 携 加 算 に つ い て は 、 指 定 介 護 予 防 支

援 に お け る 基 準 に 準 じ て 算 定 す る 。  

⑵  介 護 予 防 給 付 及 び 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 併 用  

要 支 援 者 が 介 護 予 防 給 付 及 び 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業

を 併 用 す る 場 合 は 、 介 護 予 防 給 付 に よ る ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に 対 す

る 介 護 報 酬 を 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 支 払 う 。  

要 支 援 者 が 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

又 は 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 を 利 用 し 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

が ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 実 施 し な い 場 合 は 、 介 護 予 防 給 付 に お い て

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 行 っ て い る こ と か ら 、 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ



ー ビ ス 事 業 に よ る 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 費 を 支 給 し な い も の

と す る 。  

１ １  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 実 施 に お け る 留 意 事 項  

⑴  様 式  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 様 式 は 、 地 域 支 援 事 業 実 施 に つ い

て （ 平 成 １ ８ 年 ６ 月 ９ 日 付 け 老 発 第 ０ ６ ０ ９ ０ ０ １ 号 厚 生 労 働 省

老 健 局 長 通 知 ） 別 紙 の 別 添 １ 様 式 １ か ら 様 式 ４ ま で 及 び 別 添 ２ か

ら ３ の 様 式 を 用 い る 。  

⑵  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 担 当 件 数  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 実 施 に 当 た っ て は 、 地 域 包 括 支 援

セ ン タ ー の 実 施 件 数 、 指 定 居 宅 介 護 予 防 支 援 の 受 託 件 数 の 制 限 を

設 け ず 、 居 宅 介 護 支 援 費 を 算 定 す る 際 の 件 数 に 含 め な い 。  

⑶  ケ ア プ ラ ン の 自 己 作 成  

介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 を 利 用 す る 場 合 は 、 ケ ア プ ラ

ン の 自 己 作 成 は 行 わ な い 。 た だ し 、 介 護 予 防 給 付 に お い て ケ ア プ

ラ ン を 自 己 作 成 し て い る 場 合 で 、 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事

業 を 利 用 す る と き は 、 必 要 に 応 じ て ケ ア プ ラ ン の 自 己 作 成 が で き

る も の と す る 。  

１ ２  給 付 管 理  

要 支 援 者 が 、介 護 予 防・生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 を 利 用 す る 場 合 は 、

介 護 予 防 給 付 の 支 給 限 度 額 の 範 囲 内 で 、 介 護 予 防 給 付 と 介 護 予 防 ・

生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 を 一 体 的 に 給 付 管 理 す る 。  

事 業 対 象 者 に つ い て は 、 実 施 要 綱 第 ９ 条 に 定 め る 支 給 限 度 額 の 範

囲 内 で 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 給 付 管 理 を 行 う 。 給 付 管

理 の 対 象 と な る サ ー ビ ス は 、 指 定 事 業 者 に よ る サ ー ビ ス で あ る 。 介

護 予 防 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス 、 介 護 予 防 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス 、 訪

問 型 サ ー ビ ス Ａ 及 び 通 所 型 サ ー ビ ス Ａ と す る 。  

こ れ ら の 利 用 者 負 担 に つ い て は 、 介 護 サ ー ビ ス の 利 用 者 負 担 割 合

と す る 。  

１ ３  要 介 護 認 定 申 請 中 の 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 利 用 及

び 利 用 負 担 区 分  

要 支 援 者 及 び 事 業 対 象 者 が 、 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000091788.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000091788.pdf


利 用 を 始 め た 後 、 心 身 の 状 態 の 悪 化 等 に よ り 要 介 護 認 定 等 の 申 請 を

行 い 、 要 介 護 １ 以 上 の 認 定 が な さ れ た 場 合 、 認 定 の 有 効 期 間 開 始 日

は 、申 請 日 に 遡 る も の と す る 。た だ し 、そ の 申 請 期 間 中 に 介 護 予 防・

生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 を 利 用 し て い た と き は 、 介 護 給 付 サ ー ビ ス の

利 用 を 開 始 す る ま で の 間 、 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 の 利 用

を 継 続 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 及 び 地

域 包 括 支 援 セ ン タ ー か ら 委 託 を 受 け た 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 の 担 当

の ケ ア マ ネ ジ ャ ー が サ ー ビ ス 利 用 状 況 確 認 書 （ 別 記 様 式 ） に 介 護 保

険 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 作 成 依 頼 の 届 出 日 を 記 入 す る こ と と し 、 当

該 認 定 を 受 け た 者 は 、 被 保 険 者 証 と と も に サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 等 に

提 示 す る も の と す る 。  

な お 、 要 介 護 認 定 の 暫 定 プ ラ ン に よ る 介 護 給 付 サ ー ビ ス を 利 用 し

て い る 場 合 は 、 並 行 し て 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 を 利 用 す

る こ と は で き な い 。  

ま た 、 認 定 結 果 が 要 支 援 や 非 該 当 で あ っ た 場 合 は 、 別 表 第 ２ に 示

す 取 扱 い と す る 。  

附  則  

  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附  則  

  こ の 要 領 は 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附  則  

  こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

  こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 



別表第１（８・１０関係） 

介護予防ケアマネジメントの類型と報酬単価 

ケアマネジメントの類型 利用サービス 
介護予防ケアマネジメントの
プロセス 

ケアマネジメントの報酬単価 
報酬支払 
方法 サービス提供開始月 

2 か月目から 
評価月の前月ま

で 
評価月 

ケアマネジメント A 
(介護予防支援に相当する介
護予防ケアマネジメント) 

※ 居宅介護支援事業所に委託可 

現行相当 
通所型サービス及び訪問型
サービス 

① アセスメント（課題分析） 
② ケアプラン原案作成 
③ サービス担当者会議開催 
④ 利用者への説明・同意 
⑤ ケアプランの確定・交付 
⑥ モニタリング・評価 
⑦ 給付管理 

基本報酬 4,3８0円 
初回加算 3,000円 

 
※委託連携加算 3,000円 

（つなげた月） 

基本報酬 
4,3８0円 

基本報酬 
4,3８0円 

国民健康
保険団体
連合会に
請求 

訪問型・通所型サービス A 

複数のサービス利用、 
サービスＣの併用 

ケアマネジメント B 
（緩和した基準による介護予防
ケアマネジメントであって、サー
ビス担当者会議等を省略したも
の） 

※ 居宅介護支援事業者に委託不可 

指定事業者以外の 
多様なサービス 

① アセスメント（課題分析） 
② ケアプラン作成 
③ 利用者への説明・同意 
④ ケアプランの確定・交付 
⑤ 評価実施 
※ 必要に応じてサービス担当

者会議、モニタリング実施 

    

訪問型・通所型サービス C 

ケアマネジメント C 
（緩和した基準による介護予防 
ケアマネジメントであって、基本
的にサービスの利用又は地域
の予防活動その他の活動への
参加の開始時にのみ行われる
もの） 

※ 居宅介護支援事業者に委託不可 

通所型・訪問型サービス B 
（住民主体のサービス等） 

① 初回アセスメント 
（課題分析） 

② ケアマネジメント結果案作    
 成 

③ 利用者への説明・同意 
④ 利用するサービス提供者         
等への説明・送付 

基本報酬 1,000円   

国民健康
保険団体
連合会に
請求 

指定介護予防支援 

指定介護予防サービス 
① アセスメント（課題分析） 
② ケアプラン原案作成 
③ サービス担当者会議開催 
④ 利用者への説明・同意 
⑤ ケアプランの確定・交付 
⑥ モニタリング・評価 
⑦ 給付管理 

基本報酬 4,3８0円 
初回加算 3,000円 

 
※委託連携加算 3,000円 

（つなげた月） 

基本報酬 
4,3８0円 

基本報酬 
4,3８0円 

国民健康
保険団体
連合会に
請求 

指定介護予防サービス＋ 
サービス事業 



別表第２（１３関係）   

要介護認定期間中のサービス利用と費用負担区分 

 

申請期間中のサービス利用状況 

介護給付又は介護予防給付のみ 

（介護予防・生活支援サービス事業の利用なし） 

介護給付、介護予防給付と介護予防・ 

生活支援サービス事業を併用 

介護予防・生活支援サービス事業のみ 

（介護給付又は介護予防給付の利用なし） 

認 

定 

結 

果 

非該当 

全額自己負担 ・介護給付又は介護予防給付分は、全額自

己負担 

・介護予防・生活支援サービス事業分は第

１号事業給付費から支給（介護予防ケア

マネジメントを含む。） 

第１号事業給付費から支給（介護予防ケ

アマネジメントを含む。） 

要支援 

介護予防給付から支給 ・介護予防給付分は、介護予防給付から

支給（介護予防ケアマネジメントを含

む。） 

・介護予防・生活支援サービス事業分は、

第１号事業給付費から支給 

第１号事業給付費から支給（介護予防ケ

アマネジメントを含む。） 

要介護 

介護給付から支給 ・介護給付分は介護給付から支給（介護

予防ケアマネジメントを含む。） 

・介護給付を受けるまでの介護予防・生活

支援サービス事業利用分については、第１

号事業給付費から支給 

介護給付を受けるまでの介護予防・生活支

援サービス事業利用分については、第１号

事業給付費から支給 

 

 



別記様式（１３関係） 

 

       （表）                 （裏） 

 

サービス利用状況確認書 

 

被
保
険
者 

番  号  

住  所  

氏  名  

生年月日 年  月  日 

居宅サービス計画

作成届出日 
   年  月  日 

上 

記 

年 

月 

日 

の 

確 

認 

を 

行 

っ 

た 

者 

地域包括支援センターの名称 

 

居宅介護支援事業者の名称 

 

ケアマネジャーの氏名 

 

・この確認書は、介護予防・日常生活支援総合事業に

おける第１号事業（介護予防・生活支援サービス事業）

の対象者である者が要介護認定申請等を行った結果、

要介護１以上に認定された場合に、認定有効期間の開

始日が申請日に遡ることで介護予防・生活支援サービ

ス事業によるサービス利用に係る費用が全額自己負

担になることを避けるため、介護給付サービスを利用

するまでの間、介護予防・生活支援サービス事業の対

象者として取り扱うことを確認するものです。 

・当該被保険者の担当のケアマネジャーは、表面に必

要事項を記載し、被保険者に渡すとともに市に提出し

てください。また、認定結果通知後、速やかに居宅サ

ービス計画作成依頼届を提出し、介護給付サービスに

切り替えてください。 

・被保険者は、要介護認定結果通知を受け取った日の

属する月の月末までは、この確認書を被保険者証に添

付してサービス提供事業所等に提示してください。 


